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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和４年６月１４日（火） 

午前 ９時５８分  開 会 

午前１１時２０分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  瀬 崎 雅 弘   副委員長  西 村 盛 男 

委  員  久保田 隆 二   委  員  小比類巻 孝 幸 

委  員  田 嶋 孝 安   委  員  奥 本 菜保巳 

委  員  春 日 洋 子   委  員  森   三 郎 

副 議 長  加 澤   明 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．説 明 員   市長 ほか 

 

６．事務局職員   事務局長  長 根 正 登   議事総務係長      白 銀 壮太郎 

主  査  中 嶋 泰 史 

 

７．案  件   議案第４０号及び議案第４３号の計２件 

 

８．会議概要 

瀬崎委員長：おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る６月１０日の本会議において議案第４０号及び議案第４３号の２件

が付託されています。 

 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第４０号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

高橋財務部長：議案第４０号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第２号）の概要につい

て御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、コミュニティバス交通系ＩＣカード導入に係る補助金のほか、イン



- 2 - 

フルエンザ予防接種費用の一部助成に要する経費及び緊要な一般行政経費の補正でありま

す。 

 この結果、補正総額は歳入歳出ともに１億７,０４０万円の増額補正で、既定額との累

計では２６３億８,５６０万円とするものであります。 

 それでは、予算書の２ページ及び３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」に基づき、

歳入から御説明いたします。 

 １５款の国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の計上など、総額で９,２５３万８,０００円を増額しております。 

 １６款の県支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症市町村総合対策事業費補

助金の計上など、総額で２,６８８万２,０００円を増額しております。 

 ２０款の繰越金につきましては、前年度繰越金として４,６９８万円を増額しておりま

す。 

 ２１款の諸収入につきましては、一般コミュニティ助成事業費助成金の計上など、総額

で４００万円を増額しております。 

 次に、３ページの歳出について御説明いたします。 

 ２款の総務費につきましては、コミュニティバス交通系ＩＣカード導入費補助金の計上

など、総額で６,８４０万１,０００円を増額しております。 

 ３款の民生費につきましては、災害時等障害者支援バンダナ作成業務委託料の計上な

ど、総額で４１４万６,０００円を増額しております。 

 ４款の衛生費につきましては、予防費の増額など、総額で３,３５８万１,０００円を増

額しております。 

 ６款の農林水産業費につきましては、市営牧場改修事業の増額など、総額で２,３４５

万８,０００円を増額しております。 

 ７款の商工費につきましては、中心市街地誘客促進事業費補助金の計上など、総額で６

８９万１,０００円を増額しております。 

 ８款の土木費につきましては、市道舗装補修事業として２,９６５万６,０００円を増額

しております。 

 １０款の教育費につきましては、学校教育活動支援費の増額など、総額で４２６万７,

０００円を増額しております。 

 以上が、令和４年度三沢市一般会計補正予算（第２号）の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻委員：おはようございます。 

 私のほうからは、２点に絞って質問させていただきたいと思います。 

 まずは、予算書第２号の２７ページ、市営牧場の運営管理に要する経費の中で、市営牧

場改修事業の内容について、詳細に説明をお願いいたします。 

瀬崎委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：市営牧場改修事業の概要について御説明申し上げます。 
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 昭和３８年に建築された三沢市営牧場の小屋１棟が老朽化していたことに加えまして、

本年１月２日から３日の大雪で、屋根に積もった雪に耐えられず倒壊したものでありま

す。この小屋は、トラクターなどの機械器具や肥料の置き場として利用されておりまし

た。この小屋には全国市有物件災害共済保険が掛けられておりまして、保険請求するため

の再建築費の積算の設計業務として、既存倉庫再建設計業務委託料６０万７,０００円及

び今後の用途に合わせた小屋を再築するための建築設計業務として７８４万２,０００

円、そして、代替の小屋としてパイプハウスの設置のための業務委託料１,２３６万４,０

００円を計上させていただきました。 

 以上です。 

瀬崎委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：市営牧場の小屋が雪で倒壊して、それのまずは保険を、今のお話だと、も

う一度確認させてください。保険を適用するために、下の既存倉庫の再建の設計が必要と

いうことですか。 

瀬崎委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：共済保険は掛けられておりますが、共済保険の保険金額を査定して

いただくために、当方でこの小屋と同じものを建てるとしたら幾らかかるかというものを

設計しなければならないので、既存倉庫の再建設計業務委託料を計上させていただきまし

た。 

瀬崎委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：その辺り、保険をもらうために６０万円お金がかかるというふうに聞こえ

てしまうのですけれども、それでも保険はそれ以上に下りるということでよろしいのかと

いうのと、次に聞きたいことと関連して答えていただければいいのですが、実施設計です

が、実際の今の小屋を新しく建てるのに大体どのくらい。パイプハウスは１,２００万円

で仮設で建てるということなのだと思うのですけれども、実際に新しい小屋を建て替える

のに今後どのくらいの予算がかかるのでしょうか。そこまで大体概算というのは出ている

のでしょうか。 

瀬崎委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：昭和３９年に建設された小屋ですので、相当古いものですし、屋根

はありますが壁とか間仕切りがあるものではございませんので、それほど大きな金額は査

定されないのかなと思っておりますが、保険金が下りた範囲である程度のものは建設しな

ければならないと思うのですが、農家あるいは指定管理者のほうの用途も伺いながら、用

途に耐えられるものを設計するための予算として実施設計業務委託料を計上させていただ

いております。金額については、まだ具体的な予想金額は出ておりませんが、まずは再建

設計委託料のほうで小屋の再建費が幾らなのかというのを保険業者と調整した上で詰めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：まだはっきりしないので、はっきりさせるために６０万円かかるというお

話だと理解いたしました。 
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 もうちょっと突っ込んで聞かせていただきたいのですけれども、パイプハウスを今年こ

れだけの値段をかけて建設するのですが、要は、新しい倉庫ができるまでのリリーフ的な

存在なのか、それとも倉庫ができてからもパイプハウスは利用できるものなのか、そこの

計画をお知らせください。 

瀬崎委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：パイプハウスについて御説明申し上げます。 

 牧場のほうには、壊れた小屋のほかにもう１棟牛舎、これも昭和３９年の古い建物なの

ですが、こちらもありますが、そちらのほうもかなり老朽化が進んでいて危険な状態です

ので、こちらのパイプハウスを活用して、新しい小屋ができるまで、できるといっても設

計して建設してというと、これから一、二年は要するものと思いますので、その間も使い

ながら、また、次の牛舎の建替えとかというのも含みながら、耐用年数のある限りパイプ

ハウスのほうは活用してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：パイプハウスは、あと何年かは使えるということですので、私も今の御答

弁と同じ考えでございます。壊れたところは、道から立ち入り禁止になっているので、道

のほうからずっと眺めても、やはり近隣の建物、倉庫もすごく老朽化しているなと。壁も

崩れたり、穴が空いたりしていて、今回のように壊れてから直すとなると、中に入ってい

る資材ですとか財産も、ある程度被害があってから直すということになりますので、積極

的にこういうものを活用して、建替えなり新しい計画を先に先に建てていっていただきた

いと思います。 

 ここの点は、理解いたしました。ありがとうございます。 

 それでは、２点目なのですが、予算書の３９ページ、国際交流推進事業費のグローバル

＆ダイバーシティキャンプ事業費の補助金のところについて質問いたします。 

 内容を見ますと、アメリカのウエナッチバレーカレッジに子供たちが行って研修すると

いうものの代わりに、そのまま予算が新しいダイバーシティキャンプ事業費に移っている

ようなのですが、新しい事業の具体的な内容を教えてください。 

瀬崎委員長：国際交流課長。 

長根国際交流課長：グローバル＆ダイバーシティキャンプ事業について御説明いたしま

す。 

 こちらのほうなのですが、例年８月に実施しておりますウエナッチバレーカレッジへの

英語研修派遣が、今年度も先方から８月の受入れは厳しいというお話をいただきました。

そこで代替事業として、三沢市とウエナッチバレーとの姉妹都市交流及び車椅子ラグビー

カナダチームとのホストタウン交流を基盤とし、国際感覚の醸成と語学に対する向上心の

涵養を図るとともに、次代を担うグローバル人材の育成及び将来にわたる姉妹都市関係の

さらなる発展とダイバーシティ＆インクルージョンに対する理解を深めることを目的に実

施するものでございます。 

 こちらのほうなのですけれども、８月６日と９月１７日の２日間、日帰りになりますが

国際交流教育センターのほうで実施することとしております。対象でございますが、市内
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に住所を有する、または市内の高校に在学する高校生、さらに市内に住所を有する中学校

３年生も対象としております。定員のほうは３０名を予定としておりまして、参加費は無

料でございます。プログラムの内容でございますが、ウエナッチバレーとのオンライン交

流、ウエナッチバレーカレッジによるオンライン授業を一部取り入れる予定としておりま

す。また、車椅子ラグビーカナダチームとのオンライン交流やパラリンピアンとの交流、

講話、ダイバーシティやＳＤＧｓに関するワークショップ等も予定しております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：ウエナッチに今は渡米できない状況というのが２年間、今年を含めると３

年目ということで、予算委員会のところでも代替事業をお願いすると、私もここで意見を

述べたところで、迅速にこのような事業を展開していただきましてありがとうございま

す。子供たちのためになると思います。 

 ただ、もう１点聞かせていただきたいのですが、一日でオンライン交流をすると。様々

つなげる場所が、今おっしゃったウエナッチですとかパラリンピアンとか、いろいろな方

を呼んだりするのかもしれません。それに１７０万円も、それで高校生、中学生３０名限

定ということであれば、こんなに予算かかるのかなと思うのですが、準備費ということが

結構かかるのか。要は、予算の内訳というのはどのくらいになっているのでしょうか。そ

こを聞きたいと思います。 

瀬崎委員長：国際交流課長。 

長根国際交流課長：予算の内訳でございますが、予算のほうを１７０万円取らせていただ

いております。主なものといたしましては、オンラインに係る設備の部分を使ってやるの

ですが、外部の業者にお手伝いをいただくというところもございまして、それに係る委託

費用、さらに講師もお願いいたしますので講師への謝礼、それとウエナッチバレーカレッ

ジ側に授業を一部やっていただくということで、そちらの講義費用等も含んでの予算と

なっております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：今年初めての事業ですので、様々用意もかかるでしょうし、やってみてで

きるとなれば、国際交流センターだけではなくて、今は学校にもそういうネットワークシ

ステムですとか子供一人一人がタブレットを持っていたりしますので、もしかしたらアメ

リカに行くとなると人数も絞られるし、なかなか親のほうも心配で出せないと。でも、こ

ういうネットワーク環境にいた中での語学交流だと、すごく皆さんやりたいという声が出

てくると思いますので、ぜひ成功させていただいて、これを広げて、多くの、できれば三

沢市の高校生が１回は体験したことがあるというような事業にしていっていただきたいな

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：改めまして、おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 予算書の２１ページですが、コミュニティバスの交通系ＩＣカード導入費補助金につい

て、詳細につきましてお伺いしたいのですがよろしくお願いいたします。 
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瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのコミュニティバスＩＣカード補助金について

お答えいたします。 

 まず目的ですが、三沢市のコミュニティバスの利用者の利便性の向上を図るため、地域

連携ＩＣカードの利用システムの導入に係る費用を事業者に補助することにより、ＩＣ

カード導入の環境整備することを目的としております。 

 その効果ですが、バスの乗降に際し、切符や運賃精算による利用者の煩わしさの解消、

あとはバスの割引やポイントの付与などの多様なサービスへの対応と昨今の新型コロナウ

イルス感染症に鑑みた感染防止対策としての非接触型決済サービスの確保を目的としてお

ります。 

 補助金ですが、事業費のうち５０％がデジタル田園都市国家構想推進交付金となってお

り、それに加え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金も４０％交付対象に

なります。要するに、９０％の補助率となります。残りの１０％を市と事業者で５％ずつ

分けるというような事業内容になっております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 予算なのですが、これで大体コミュニティバス何台分ぐらいが対象になっているものな

のでしょうか。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：今予定している車の車載器の台数は１８台となっており

ます。 

 以上です。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 コミュニティバスということで、市内を循環しているバスが中心になった１８台という

ように考えるべきなのか、あくまでも市外とも行き来するバスに対しても入ってくるもの

なのか、その辺確認させてください。お願いします。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：１８台は、業者のほうから見積もりとして上がってきた

１８台で、中身のほうを精査しましたら、まず、予備車両が含まれているのと、あと、市

外にも動いている車の台数もカウントされているということなので、この辺は精査してい

きたいなと思っております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。ありがとうございます。 

 今ＩＣカードというのは、結構どこに行っても使われている状態ですので、本当に三沢

市内でもＩＣカードが使えて移動できるということがやはり必要なことだというように感

じております。 
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 ただ、このカードの再度の確認なのですが、交通系のＩＣカードというのはいろいろあ

りますけれども、いろいろあるＩＣカードを使って利用できるものなのか、もう一つ、独

自のものということになった場合の話なのですが、ほかでも使えるものなのか、そういっ

たようなカードの内容につきまして教えていただきたいと思います。お願いします。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：カードのキャッシュレスの使い方についてだと思うので

すが、既に県内、青森市、八戸市、あと十和田市が先行してＩＣカードを行っておりま

す。同じように、その３パターンもＳｕｉｃａと、あとコンビニでの使用もできるように

なっておりますので、三沢市のほうもそういった制度設計にしたいなと考えております。

詳細については、今後詰めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。 

 実際、ＩＣカードも、せっかく使えて、例えば今言っていただいたようにＳｕｉｃａ、

ＪＲのものになると思いますけれども、そういったものに使える、使えないということに

なれば、やはり問題が生じやすいというか、せっかくのカード決済ができないということ

であれば、不便性を感じるのではないかというように思いますので、連携を持った内容の

ものにぜひともしていただきたいなと思います。 

 あと、これに関連してなのですが、今、三沢の交通網といいますか、バスでの交通網と

いうのは、時刻表なりといったものを見ながらでないと、バスの行き先が理解できないと

使えないというような状況が多いというように感じます。その中で、今アプリを使って何

時何分にどこどこからどこどこに行けるというような連携というのも今後必要になるので

はないかというように感じますが、そういったような検討というのもこれからされていく

のかどうか、関連ということでお願いしたいのですが、お聞きしたいと思います。よろし

くお願いします。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：時刻表等のデータの活用だと思います。 

 三沢市の場合、時刻表のデータはビッグデータとして公表しております。ですので、こ

れを例えば今、ＪＡＬ ＭａａＳというのを三沢でやっていますけれども、これは、東京

から三沢のどこどこに行きますというような感じで、パソコン上で、あるいはアプリで設

定しますと、どういう時間があって、どういうサービスがありますよというのはつながる

ようにはなっております。ただし、三沢市としてそういうふうな情報データとしては発信

しておりませんで、いろいろな業者のほうにお使いくださいということでデータの提供を

している状態です。ですので、このデータの活用方法もどんどん広めていただけるよう

に、こちらのほうも宣伝等着手していきたいなと思っております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 やはり会議等で話題にはなる部分ですが、高齢化社会に向けてバスの利用というのはど
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んどん検討していかなければいけない内容だと思いますし、それに伴って、やはり利用し

やすい状況というのをＩＣカードのようにできるようにしていかなければいけないという

ように思いますので、ぜひとも検討のほどよろしくお願いいたします。 

 この件につきましては、以上です。 

 続きまして、３０、３１ページの民生安定市道舗装補修事業についてなのですが、この

内容につきましてお伺いします。 

瀬崎委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：民生安定整備事業の補修工事についてお答えいたします。 

 こちらの補修工事につきましては、三沢市の岡三沢川賢前の交差点からノガワ家具の前

の交差点まで路線を令和９年までの計画をもって整備してきている路線でございます。 

 今回の補正につきましては、当該路線の財源に関しましては、防衛省の補助事業を充当

し整備しているものでございまして、今回の増額の経緯は、防衛省と協議しながら年度計

画をもって整備してきているところでございますが、令和４年度分につきまして、防衛省

のほうから増額の打診がございまして、当市のほうでも、もし増額いただければ事業の進

捗も望めるということから、今回補助金の増額と工事費の増額を行っているものでござい

ます。 

 工事内容につきましては、今年度、当初予算では延長２００メートルの舗装の改修とい

うことで進めておりましたが、今回の補正をもちまして１３０メーター程度増工できると

いうことで、全体で約３３０メーターの延長を工事することとなります。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 これは単なる改修といいますか、舗装の老朽化に伴った補修ということになるのでしょ

うか。というのは、新聞紙面でも少し話題に上がっている部分での堀口地区の関連する道

路でもありますので、それに絡んだ部分の内容の工事なども含まれた補修工事なのか、そ

の辺教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

瀬崎委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：お答えいたします。 

 こちらの道路につきましては、堀口地区の開発とは関連はございませんが、もともと年

度計画をもって、平成３１年から令和９年までの計画をもって段階的に整備してきている

ものでございます。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：ほか、ございませんか。 

 奥本委員。 

奥本委員：おはようございます。 

 それでは、質問させていただきたいと思います。 

 まず、概要のほうの、私も地域公共交通対策費のコミュニティバスのＩＣカード導入に

関して、これは青森市、八戸市、十和田市が採用したということで、また地方創生臨時交

付金等様々補助金を使ってできるということで取り組まれたと思うのですけれども、実態
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としては、これは利用する人たちというのはどういった層で、このカードを導入すること

によってどのような形で利用率が上がると、効果があるというふうにお考えになったの

か、根拠を教えていただきたいのです。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ＩＣカードの利用率を上げる根拠にお答えいたします。 

 まず目的といたしましては、利用率のアップもそうなのですが、その前にまず、昨今の

ＩＣカード化による普及というので、切符や運賃の精算というのが非常に煩わしくなって

きている時代でありますので、そういったものをまず解消したいというのと、あとは、ポ

イント等の付与によるサービス、これはまだ制度設計はしっかりされていないので、今後

調整が必要ですけれども、例えば高校生への定期等への割引の対応をどうするかとか、あ

とは高齢者への対応、あとは障害者にもどういった対応ができるかというのも、ポイント

なりサービスというので何とか対応していきたいなと、今後この辺も制度設計していきた

いなと思っております。あとは、やはり感染対策です。こちらのほうの対策にもなります

ので、その三つを大きく掲げて、今回、事業導入に至っております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：感染対策、感染予防という観点からだんだん普及されているのかなというふう

には受け取っているのですけれども、地域の交通利用者が増えているのか、増えていない

のか。人口減少等もありますし、バスの利用者が増えていくことに関しては費用対効果は

あると思うのですが、その辺、今、実態として利用状況というのはどういう状況になって

いるのでしょうか。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：今のコミュニティバスの利用状況ですが、ちょっとお待

ちください。 

 お待たせいたしました。現在の直近、コロナ前の令和元年度から令和３年度までの実績

といたしましては、令和元年は年間の輸送人員１１万７,７９０人、令和２年度１０万４,

３１０人、令和３年度は９万７,６４１人と減少傾向ではあります。当然コロナの影響も

ございます。今後、収束に向けて増えていくものとは想定しております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 バスのＩＣカード導入については、本当に私は異を唱えるものではないのですけれど

も、バスの利用に関して高校生とか高齢者の方が実態としては大変多いのですね。そうい

う中で、コミュニティバスが大変利便性が高いかと言われると、買物に行くにも病院に行

くにも、まだちょっと不便を感じている方々もいらっしゃいます。そういった方々はタク

シーを使ったりするのですけれども。 

 私は何年も前からデマンドタクシーを導入するべきだということを申し上げていまし

て、やはり高齢者の方々は足も弱ってきて、冬場、そういった中でどんどん利用する回数

が、利用する方々が減っていく状況を、長期にわたって利用状況等勘案しながら対策とい



- 10 - 

うものもしっかりと考えていく必要があると思います。そのことを伝えておきたいという

ふうに思います。 

 次に、予算書のほうの財源のことなのですけれども、２３ページの浜三沢社会福祉セン

ター解体事業の国庫補助金返還金というのはどういうことになるのでしょうか。全部防衛

の予算でなかったですか。これは市の負担になるということですか。 

瀬崎委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 浜三沢社会福祉センターは、浜三沢地区の皆さんに集会場として御利用いただいている

施設でございます。当該施設につきましては、防衛省より今年度において防衛施設周辺の

生活環境の整備等に関する法律に基づく意見措置の対象になる旨の内示を受けているとこ

ろでございます。こういったこともございまして、去る令和４年第１回三沢市議会定例会

において令和４年７月１日付で当該施設を用途廃止するという議決をいただいているとこ

ろであります。今後は、本年１２月頃までに防衛省と移転補償契約を締結し、それを取壊

しすることとなります。 

 当該施設につきましては、昭和４５年に防衛省官公庁事業により建設された事業でござ

いますので、補助金適正化法に基づきまして６０年という処分制限期間というものが設け

られております。この処分制限期間に達する前に取壊しするなどした場合には、国に対し

て所要の補助金を返還するということになります。当該施設につきましては、建築後５２

年経過しております。６０年の処分制限期間に対して５２年しか経過しておりませんで、

あと８年残しているということから、その分の補助金を返還しなければならないというこ

とで予算措置させていただいたところでございます。 

 以上です。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：了解しました。分かりました。 

 防衛の場合は６０年間というふうなことで、ほかの集会所もその枠があってなかなか取

りかかってもらえない集会所もあるのですけれども、６０年の枠内で解体もできないし、

防衛の絡みというか、あってというふうな事情があるというのは聞いていたのですけれど

も、今回の場合は６０年たつ前に解体するということで、その分を国に返還したというふ

うになるのですね。分かりました。 

 次に、２５ページの保健相談センターの整備事業で、冷暖房整備工事とあるのですけれ

ども、これはどういう工事になるのでしょうか。 

瀬崎委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 保健相談センターには、いろいろな部屋がございまして各部屋には冷房が整備されてお

りますが、事務室において冷房の設置がないということで、このコロナ禍において、いろ

いろ職員が業務している中で夏の気温も高いということもあって、職員の健康を守る上で

も冷房を事務室に設置したいということで予算を計上させていただきました。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 
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 異常気象の中で、物すごい暑さの中で、職員の皆さんが市民のために働くと、集中する

という意味でも、冷房完備というのは私は大事だと思っておりまして、全体を見通すとな

かなか冷房完備している庁舎、施設等が全くないところと、大変熱い中で集中できない、

特にパソコン関係は暑さが機器に対してはよくないというふうに伺っていまして、その辺

も今後、各庁舎の中で冷房管理、冷房設備の整備というものも考えていかなければならな

いのではないかなと思います。その点もぜひ考慮していただいて、整備工事がもっと広が

るような形を取るべきではないかというふうに思います。 

 分かりました。ありがとうございます。 

 最後に、中身について、概要のほうで、商業地域の活性化推進の中心市街地誘客促進事

業費補助金の内容を伺いたいと思います。 

瀬崎委員長：産業観光課課長補佐。 

石橋産業観光課課長補佐：中心市街地誘客促進事業費補助金の内容についてお答えいたし

ます。 

 中心商店街においては、郊外型店舗の進出や後継者不足により、空洞化というものが加

速しております。また、長引くコロナ禍により、市民が集える場というものが失われつつ

ある中、市民が集える場を創出し、また市内外からの誘客を狙うことを目的として実施す

るもので、実施主体である三沢市商工会への補助金でございます。 

 主な事業といたしましては、三沢マーケットキャラバン事業と称してマルシェイベント

を開催する予定でございます。あとは、シャッターアートとイルミネーション事業という

三沢の文字のモニュメント、米軍基地の緑地帯に設置しているモニュメントのイルミネー

ションを実施する予定でございます。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 中心市街地活性化というのは、もうずっと以前から、ＳｋｙＰｌａｚａ含めてどうする

かということがいろいろ取り上げられてきたわけなのですけれども、根本的に中心街のと

ころをどうやって活性化するのかという部分では、マーケット、今までマルシェ、誘客の

ためにいろいろとイベント企画されているのですけれども、もっと根本的なところで中心

市街地活性化、特に７月２３日から一方通行が解除されるということもあって、その辺り

との関連でどのように事業を考えているのか、ちょっと伺いたいと思います。 

瀬崎委員長：産業観光課課長補佐。 

石橋産業観光課課長補佐：お答えいたします。 

 この事業については、以前から、にぎわいづくりについてどういったものが創出できる

かということを市と商工会のほうで検討してきたところでございます。 

 今年度の一方通行解除後には、新しい人の流れが形成されるということもありまして、

市内外から誘客を促進するためにマルシェイベント。マルシェイベントの内容といたしま

しては、フード系、クラフト系、さらに子ども向けのコンテンツ等、幅広い層の方が集え

るような場所を創出したいと考えております。また、イルミネーションについても一方通

行が解除され、今まで一方通行の、商店街の出口であったところが、今度は入り口にもな
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ることから街並みを明るくするということは誘客向上にもつながるものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 中心市街地のために莫大な補助金、税金を使っているわけですし、地元の事業者の商工

会の関係の会員の方々、また中心市街地活性化というのは、まちの発展においても今後

しっかりと対応していかなければならないところだと思います。ですので、いろいろイベ

ントをやるということは別に悪いことではないのですが、誘客をする部分でもね。ただ、

根本的な部分の問題をしっかりと解決していかなければ、一過性というか、ただイベント

をやって人を集めた、また来年もやりますで、それで根本的に中心街が活性化するのかと

いう部分も含めて、今後いろいろ検討して施策に当たっていただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。ありがとうございました。 

瀬崎委員長：ほか、ございませんか。 

 久保田委員。 

久保田委員：私のほうからは二つ質問させていただきたいと思っていまして、まず一つ目

が、１１ページの中で、先ほどもちらっと話しているかと思うのですけれども、デジタル

田園推進交付金の話なのですけれども、あまり聞き慣れない交付金なので、デジタル田園

推進交付金というのがどういった交付金なのかというところを御説明いただければと思い

ます。 

瀬崎委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：デジタル田園都市国家構想推進交付金について御説明い

たします。 

 まずは、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上に取り組むことに対する補助金

となります。あとは、事業を実効的に継続的に推進するための体制の確立というものに対

しての補助金でもございます。 

 今回、コミュニティバスのＩＣカードにつきましては、この中でもデジタル実装タイプ

のタイプ１要件となりまして、既に確立されている優良なモデルサービスを活用して地域

の個性を生かしたサービスを地域・暮らしに実装する取組であることということで、こち

らに該当させて、今回、補助採択されております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。 

 恐らく岸田さんとかの下で、いろいろデジタル田園、正式名称忘れましたけれども、何

とか構想とかある中で、今回ＬＩＮＥ市政情報システムのほうとコミュニティバスのほう

が採択されたということだと思います。 

 それに関連して、せっかくなので、ＬＩＮＥ市政情報システムのほうなのですけれど

も、いつ頃公開できそうなのかというところを質問させていただければと思います。 
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瀬崎委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 現在、ＬＩＮＥの市政情報システムについて、仕様書が出来上がって入札の準備をして

おりますので、今後、入札が終わりまして、業者が決まりましたら、それから進めて、秋

ぐらいまでには配信できるように進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。ぜひ頑張っていただきたいと思っております。 

 最後に、二つ目の質問としまして、２９ページのほうで、先ほど奥本委員からも質問が

ありましたけれども、中心市街地誘客促進事業費補助金で、なぜ質問するかというと、

私、昨年もこの質問をさせていただいて、何をやるのですかと昨年も聞いて、恐らくモ

ニュメントとかイルミネーションとかシャッターペイントとかという話をしていたと思う

のですけれども、今年新しくやることというのは、去年と比較してどういったことを新し

くやられるのかなということを、もし分かれば御説明いただければと思います。 

瀬崎委員長：産業観光課課長補佐。 

石橋産業観光課課長補佐：お答えいたします。 

 本事業で新たにする事業といたしましては、マルシェイベントがメインの新しい事業と

なっております。シャッターアートにつきましては、直近では令和２年度に実施しており

ますが、一応ＳＮＳ等の投稿やマスコミ等の取材を受ける当、当市の強みとなるべき個性

的な環境づくりというのと、フォトスポットという回遊性の向上に向けての一定の効果は

あったと思います。新しいところはマルシェでございます。イルミネーションについても

今回初めて行うものとなっております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございます。 

 次に御説明いただきたいのは、三沢マーケットキャラバン、マルシェでしたか、具体的

にどういったことをやられるのでしょうか。 

瀬崎委員長：産業観光課課長補佐。 

石橋産業観光課課長補佐：三沢マーケットキャラバンのマルシェイベントにつきまして

は、第１回目として、七夕まつり会場にて２０から３０店舗の出店を考えております。そ

の後、８月から１０月の３か月間の毎週日曜日に、銀座商店街の一部を歩行者天国にして

開催を予定しております。そこでも大体３０店舗ぐらいを予定しております。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございます。 

 いろいろモニュメントとかイルミネーションとかシャッターアートとかやられていて、

こういったところというのは、やることを商工会がほとんど決めているイメージなのです

か。こういうことをやりたいとか、どこかの団体と連携してやることが決まっていくもの

なのですかね。それについて御説明をお願いできればと思います。 
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瀬崎委員長：産業観光課課長補佐。 

石橋産業観光課課長補佐：お答えいたします。 

 基本的には商工会を通して補助金ということでやりますが、その前段階で、三沢市と商

工会、今回につきましてはマルシェをするイベント団体と検討をして、実施に至っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございます。 

 せっかくであれば、毎年違うこととかやっていければいいのではないかなというのを

思っていまして、モニュメントとかイルミネーションとかシャッターアートもいいのです

けれども、ほかに何か、すみませんアイデアがあるわけではないのですが、そういうふう

にやることをどんどん変えていって、チャレンジでもいいので、どんどん新しいことを

やってみるというか。モニュメントというのはあれですか、「ＭＩＳＡＷＡ」と建ってい

るものがよくありますよね。ああいうのも何か、別にそれが駄目だとは言わないのですけ

れども、せっかく予算があるなら、どんどん新しいことに、全くそんなことやるのかみた

いなことをやってみて、取りあえずチャレンジをしてみて、いろいろなことで効果を図っ

てみるというのもいいのではないかと思うので、そういった観点からでも、今後この予算

をぜひ、いい効果が出るように使っていただければ幸いです。 

 以上です。 

瀬崎委員長：ほか、ございませんか。 

 春日委員。 

春日委員：初めに、２１ページの中で市民相談に要する経費、今般、市民相談設置費２２

０万２,０００円の計上でございます。初めに、施設用備品１００万２,０００円の内容に

ついてお知らせいただきたいと思います。 

瀬崎委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 施設用備品は、宝くじの社会貢献広報事業として一般財団法人自治総合センターが実施

する事業の助成金、コミュニティー活動に必要な備品の整備に対する助成金を利用しまし

て、町内会の要望に応じて、市が取りまとめて申請したものでございます。 

 内容といたしましては、四つの町内会のほうで、除雪機、パソコン、空気清浄機、芝刈

り機等を購入するものでございます。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 そうすると、今、四つの町内会と申しましたけれども、要望としては、４町内会からだ

け届いたという受け止めでよろしいでしょうか。 

瀬崎委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 その下にございます一般コミュニティ助成事業費補助金も、その助成金を利用して備品
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を購入するものなのですけれども、それを合わせまして五つの町内会から要望があって、

補助金と合わせて備品を購入するものでございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。 

 ちょっと確認ですけれども、活用できるということの市内の各町内会への周知は、きめ

細かになされていての結果でございますか。 

瀬崎委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 ６月に補助金の案内が来るのですけれども、全ての町内会に、こういう補助金がありま

すけれども利用しませんかということで案内の文書を出しまして、回答いただいて、補助

金を利用するものでございます。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 確認ですけれども、この事業の補助金でありますけれども、毎年あるものでしょうか。 

瀬崎委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 毎年あるものでございます。 

 以上です。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 次に、２２ページでありますけれども、障害者に対する給付及び援護等に要する経費、

今般、障害者福祉費の中で災害時等障害者支援バンダナ作成業務委託料２０４万６,００

０円の計上でございます。初めに、事業内容についてお知らせいただきたいと思います。 

瀬崎委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：御質問の災害時等障害者支援バンダナ作成業務委託料についてお答えい

たします。 

 近年、災害時における障害者の避難誘導や避難所での支援の在り方が課題となっており

ます。特に新型コロナ禍においては、人が密集する場所での適切な距離を確保したり、あ

るいはマスクの着用を促したりするなどの感染防止対策を取りながら避難を支援する必要

がございます。しかしながら、障害者の中には支援が必要であることが見た目では理解さ

れにくかったり、あるいは視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者の方においては、健常者

と同じようなコミュニケーションを取ったり、あるいは自ら適切な距離を確保しながら行

動することが困難な方もいらっしゃいます。このため、障害があることや支援が必要であ

るということを一目で分かるように避難所の運営者や支援者、あるいはその他の避難者な

どがこのような障害者を目視で容易に確認し、適切な距離を取りながら安全に誘導したり

支援したりすることができるようにすることを目的に、障害者支援バンダナを作成するも

のでございます。 

 バンダナの仕様といたしましては、約縦８０センチ、横８０センチのサイズの生地の四
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つのそれぞれの隅に、目が不自由ですとか、あるいは耳は不自由です、あるいは支援が必

要ですなどのメッセージを入れます。このバンダナに書かれてあるそれらのメッセージが

見えるように背中に羽織るような形で着用していただきます。また、視覚障害者の方のた

めにはタグをつけまして、そのタグをたどってバンダナの裏表とか、あるいは目が不自由

ですというような表示された箇所が分かりやすいように配慮しながら作成いたします。 

 今回の補正予算では、市内で障害者手帳を有する人などのうち、約半数１,０００人分

のバンダナを整備いたしまして希望者に配付いたします。また、避難所として使用する各

小中学校１２校へ、それぞれ１０枚ずつ常備する分を合わせまして、合計１,１２０枚を

作成することといたしまして、作成委託料として所要の事業費を予算計上したものでござ

います。 

 以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：詳しく説明いただき理解させていただきました。 

 そうしますと、希望する当事者の方に配付等々、今後進めていかれるというふうに承知

いたしましたけれども、障害を持ち、支援が必要な方とともに、このような市が取組をし

たのだ、障害者支援バンダナを作成したのだ、当時者はそのことを理解し、希望する方は

手元に受け取ることができた。そうしますと、広く市民の皆様への周知も非常に大事だと

思うのですね。有事の際に避難してきた、目が不自由です、耳が不自由です、支援が必要

ですというバンダナは一目で見て分かると思いますけれども、それでは、そこに居合わせ

た方がどのような支援をすればいいのかというようなことも、ひたひたと理解を広める必

要もあるのではないかなというふうに考えますけれども、この点については、今の段階で

はどのようにお考えでしょうか。 

瀬崎委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 春日委員おっしゃるとおり、そのバンダナを使用する当時者である障害者の方々のみな

らず、障害者の方を支援する一般の市民の方、あるいは支援者の方がバンダナの意味を理

解し、そして必要なときに適切な支援をするということは非常に重要な視点だというふう

に考えております。 

 現時点では、まず、バンダナを配付するために当時者に対して周知し、広報していく方

法といたしましては、市のホームページ、広報みさわなど、通常の市の広報媒体を活用す

ることを考えております。また、希望する障害者の方々には、例えば申請の手続のために

来庁された方には障害福祉課の窓口のほうで積極的に周知、説明をしながら配付をするこ

とにしております。 

 また、当時者団体、障害福祉関係団体、あるいは市内の事業所を通じて広く周知するこ

とにしておりますけれども、御質問の一般の市民に対する周知、広報の仕方といたしまし

ては、マックテレビを使って具体的にバンダナを着用された方々に対してどのような支援

をすればいいかということも含めて、マックテレビ等を通じて広報することが非常に効果

的であるというふうに考えておりますので、今後検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 
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 以上でございます。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、２７ページでございます。農業の育成振興対策等に要する経費、今般２５０万円

の計上でございます。参考に教えていただきたいのですけれども、農業振興費、ニンニク

種子安定供給体制整備事業費補助金２５０万円の計上でございます。その内容についてお

聞かせいただきたいと思います。 

瀬崎委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：それでは、ニンニク種子安定供給体制整備事業費補助金について御

説明いたします。 

 ニンニクは、高収益作物として作付を推奨している当市の主力野菜でございますが、Ｊ

Ａおいらせが住友化学の新種ニンニクを増産して農家のほうへ販売しております。そのた

め、ニンニク種子の安定供給は極めて重要でありまして、新型コロナウイルス感染症が万

一流行した場合にＪＡおいらせで堀り採り作業員が感染した場合に、労働力不足が生じて

種子の安定供給に支障が出るというおそれがあることから、新しい機械を導入して労働力

の効率化、向上をするため、ＪＡおいらせに対して購入費の補助を行うものでございま

す。 

 以上です。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 参考にお聞きしたいのですけれども、今ニンニクの収穫期でこれから盛んに進むものと

思いますけれども、ニンニクの生産農家の方ですけれども、大方、ＪＡおいらせからの種

子を買い求め、購入しているものなのでしょうか。 

瀬崎委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：ニンニクの種子につきましては、自家栽培といいますか、採れたも

のから選別して次の種を植えるのですが、どうしても経年、植えていきますと悪いものが

多くなりますので、その分をＪＡおいらせ等から購入して、補完していくというような形

になっております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 最後に３９ページでございます。図書館の運営管理に要する経費でありますけれども、

今般、図書館費のスポットクーラー借上料４８万円の計上でございます。こちらのスポッ

トクーラーの借上げ台数及び設置する場所はどのように考えていらっしゃいますでしょう

か。 

瀬崎委員長：生涯学習課長。 

山本生涯学習課長：図書館のスポットクーラーについてお答えいたします。 

 今年の夏の対策として、置型スポットクーラーの借上げをお願いするものです。地下２

台、１階に４台、２階に４台の計１０台を予定しております。 
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 以上です。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。 

 地下２台、１階と２階に４台ずつ、合わせて１０台。この１０台で、図書館内にエアコ

ンがないのでスポットクーラーで暑さをしのぐ。今までなかったということですよね。大

変な状況の中で図書館が運営されているということを改めて、驚きますね。 

 エアコン、空調設備というのは大変かと思いますけれども、今現在、館内それぞれです

けれども、これで十分なのでしょうかという思いに至ったところでありますけれども、当

面はこれでよろしいのでしょうか。もっと増やさなくていいのか、もっと台数は必要では

ないのかという思いになったところですけれども、そこは図書館の方々と、これでまずは

十分ではないかという考えに至ったということでよろしいでしょうか。 

瀬崎委員長：生涯学習課長。 

山本生涯学習課長：十分であるかどうかということも検討しておりましたけれども、一昨

年、故障した際に１６台の扇風機をまず購入させていただきました。必要な各箇所にス

ポットクーラーを導入しながら空気を回すというような、今現在はそのような計画でおり

ます。大丈夫かどうかというのはちょっと、申し訳ございませんやってみないと分からな

いところもございますが、面積的に人が多いところ等を考えまして多く設置しております

ので、これでやっていきたいなと考えております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：春日委員。 

春日委員：今の課長のお答えですと、昨年扇風機を１６台購入した。そこにスポットクー

ラーも併せて涼しさを創出していく。それでよろしいでしょうかね。承知しました。 

 ぜひ、申し上げるまでもなく、昨今の猛暑、青森において、また三沢市においても非常

に異常気象が続いている中で、どの場所もそうですけれども、快適な環境づくりというの

は必要である。１００％にたどり着かなくても、よりよい、特にこういう図書館という場

所は、多くの方が安心して利用していただける快適な環境づくりというのは非常に大事だ

と思いますけれども、今回１０台のスポットクーラー、また状況を踏まえて、増設に努め

というのも必要ではないのかなという思いに至っての質問でございました。よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

瀬崎委員長：ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４０号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４０号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４３号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

高橋財務部長：議案第４３号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第３号）の概要につい

て御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の給付に要する経

費の補正であります。 

 この結果、補正総額は歳入歳出ともに６,５８０万円の増額補正となり、既定額との累

計では２６４億５,１４０万円とするものであります。 

 それでは、予算書の２ページ及び３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」に基づき、

歳入から御説明いたします。 

 １５款の国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化

交付金として６,５８０万円を増額しております。 

 次に、３ページの歳出について御説明いたします。 

 ３款の民生費につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付事業費として６,５８０万円を増額しております。 

 以上が、令和４年度三沢市一般会計補正予算（第３号）の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

瀬崎委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、お伺いしたいと思います。 

 令和３年度も子供１人当たり５万円という独り親世帯等にこういう事業があったと思う

のですが、これが令和４年度に子供１人に５万円というふうなことで、今現在、三沢市で

低所得の方々の独り親世帯というのは何世帯ぐらいあるのか、参考までにお聞かせ願いた

いと思います。 

瀬崎委員長：答弁願います。 

 子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず初めに、低所得世帯なのですが、この事業について子育て支援課と市民課で分かれ

ております。ですので、独り親世帯についてお答えいたします。 

 この事業の対象となるのは、令和４年４月の児童扶養手当受給該当者になります。その

ほかに、年金と家計急変の世帯が対象になりますが、独り親世帯におきまして４８０世帯

を予定しております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：奥本委員。 
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奥本委員：そうしますと、４８０世帯というのは、今の児童扶養手当の中での世帯数、全

体の独り親世帯というふうに解釈すればいいのでしょうか。それとも、今の独り親世帯、

様々独り親世帯の事情があると思うのですけれども、全体の独り親世帯の世帯数、児童扶

養手当をもらっている方々の世帯数ということですか。全体は何人ぐらいあるのですか。 

瀬崎委員長：答弁願います。 

 子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：独り親世帯に限ってお答えいたします。 

 ５月現在で押さえている世帯は５２１世帯になります。 

瀬崎委員長：もう一度。 

長根子育て支援課長：令和４年５月現在で、独り親家庭に関しましては５２１世帯になり

ますが、その中で４月に児童扶養手当を受給されているのが４３０世帯と、あと、年金世

帯とか家計急変に該当される方を予想した数で４８０世帯を試算しております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 実態を、今、三沢市の独り親世帯の方々は、こういうコロナ禍であったり、原油高騰、

物価高騰の中で、実際に何世帯いて、こういう中になって生活が大変だというのは、１人

で子供を育てているというところでは本当に深刻な状況になっているのではないかなと思

いますので、これは国の制度なのですけれども、国が１人に対して５万円というふうに

なっているのですね。 

 県も今この事業を、この間の新聞等で、子育て世帯に対しての支援金を１人２万５千円

円ですか、そういう事業があるのですけれども、今回、令和４年度の原油高騰・物価高騰

対策の臨時交付金の拡充分は、低所得者子育て世帯に対する支援のメニューに入っていま

すので、ぜひ国、県だけにとどめず、市としても市民のことですから、三沢市としてもこ

ういう事業に市独自で関わる必要があるのではないかなと、補助金も活用しながら。 

 国、県がこうやって支給しているからいいやではなくて、実態をつかんで、子供は国の

宝だということで、親任せではなくて、国が子育てをするのだというふうな意識が今高

まってきています。そういう部分で、三沢市としても低所得者の独り親世帯に対する支援

というのも考えていかなければならないと思いますがいかがですか。 

瀬崎委員長：子育て支援課長。 

長根子育て支援課長：お答えいたします。 

 奥本委員おっしゃるとおり、独り親世帯について現状だけでいいのか、国と県が今行う

子育て世帯に対する給付で十分なのかを、今後、市でも考えていかなければならないと

思っております。 

 以上です。 

瀬崎委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。期待したいと思います。 

 次に、下の低所得の子育て世帯、これは独り親ではないですね。この世帯数はどのよう

につかんでいるのでしょうか。 
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瀬崎委員長：市民課長。 

伊藤市民生活部参事兼市民課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 低所得非課税世帯というのは、実際の所得の申告の状況を見てみないと分からないの

で、今年度の分はまだはっきりと申し上げられないのですけれども、昨年度支給した実績

を言いますと、昨年度は２３１世帯の４３３人のお子さんに支給をいたしました。 

 以上でございます。 

奥本委員：分かりました。 

瀬崎委員長：ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

瀬崎委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４３号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前１１時２０分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長    瀬 崎 雅 弘   

 


